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１ はじめに

（１）計画策定の趣旨

〇 ひとり親家庭とは、 歳未満の子供を持つ母子家庭又は父子家庭のことを指します。

〇 ひとり親家庭の親は、ひとり親家庭になる前後を通じて、家庭や生活の様々な問題に
直面します。ひとり親家庭の親は、子育てと家計の支え手を同時に担うため、肉体的・
精神的な負担が大きいこと、また経済的に困窮している家庭が多いことなどから、生活
全般を視野に入れた総合的な支援が必要です。

〇 平成 年３月、都は、ひとり親家庭に対する就労支援策を重点的に推進するため、「東
京都ひとり親家庭就労支援計画」を策定しました。

〇 平成 年には、「母子及び寡婦福祉法」が改正され、都道府県の母子及び寡婦の自立
支援計画策定が規定されるとともに、平成 年には「次世代育成支援対策推進法」が制
定され、地域における子育て支援等に関する都道府県計画を定めることとなりました。

〇 都は、これを踏まえ、「次世代育成支援東京都行動計画」に併せて、平成 年４月に
「東京都ひとり親家庭自立支援計画」、平成 年４月に「東京都ひとり親家庭自立支援
計画（第２期）」を策定しました。

〇 平成 年１月には、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのな
いよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の
機会均等を図るため、子供の貧困対策を総合的に推進することを目的として、「子どもの
貧困対策の推進に関する法律」（以下「子どもの貧困対策法」という。）が施行されまし
た。

〇 平成 年４月には、「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」（以
下「母子父子寡婦福祉法」という。）に改正され、ひとり親家庭に対する国及び都道府県
の支援強化が図られるとともに、父子家庭への支援が拡充されることとなりました。

〇 こうした状況を踏まえ、平成 年３月に「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第３
期）」を策定しました。
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〇 平成 年４月には、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮世帯
への家計相談事業や子供の学習支援事業を含む「生活困窮者自立支援法」が施行されま
した。

〇 令和元年６月には、「子どもの貧困対策法」の改正により、子供の意見の尊重や包括的
かつ早期に支援を講ずることを基本理念に加えるとともに、同年 月に、新たな子供の
貧困対策に関する大綱を閣議決定し、さらなる施策の推進を図ることとされました。

〇 都においては、令和元年 月、今後の都政運営の新たな指針として、「『未来の東京』
戦略ビジョン」を取りまとめ、ひとり親家庭への支援を推進することとしました。

〇 こうした状況を踏まえ、令和２年３月に「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第４期）」
（以下「第４期計画」という。）を策定し、ひとり親家庭の特性を踏まえた様々な施策を
展開してきました。

〇 第４期計画策定以降、令和３年４月には、子供を権利の主体として尊重し、子供の最
善の利益を最優先にするという基本理念を明確化するとともに、多岐にわたる子供政策
の基本的な視点を一元的に規定する「東京都こども基本条例」を施行しました。

〇 また、国においても、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための
包括的な基本法として、「こども基本法」が令和 年 月に成立し、令和 年 月に施行
されました。

〇 令和６年６月には、「子どもの貧困対策法」が改正され、名称が「こどもの貧困の解消
に向けた対策の推進に関する法律」（以下「こどもの貧困解消法」という。）に改められ
るとともに、目的や基本理念の充実等が盛り込まれました。

〇 さらに、令和６年５月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、離婚後の父母
の子の養育に関する責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関
する規定が見直されました。

〇 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）」（以下「第５期計画」という。）は、こ
うした動きを踏まえ、ひとり親家庭が安定した就労や生活のもと、子供を健全に育むこ
とができるよう、都が実施する施策と区市町村等に対する支援策を示すことを目的に策
定するものです。



-3-

（２）計画の位置付け

〇 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第 条に基づく「自立促進計画」であり、国の「母
子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」に基づき策
定するものです。

〇 「 東京戦略（案）」の趣旨を踏まえるとともに、「子ども・子育て支援法及び次世
代育成支援対策推進法」に基づいて都が策定する「東京都子供・子育て支援総合計画」や
「東京都社会的養育推進計画」など、関連する計画との整合を図っています。

〇 また、子供の貧困への対策として、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する
法律」や「生活困窮者自立支援法」に基づく取組とも連携を図ります。

（３）計画期間

〇 第５期計画の期間は、令和７年度から令和 年度までの５年間です。

〇 平成 年４月には、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮世帯
への家計相談事業や子供の学習支援事業を含む「生活困窮者自立支援法」が施行されま
した。

〇 令和元年６月には、「子どもの貧困対策法」の改正により、子供の意見の尊重や包括的
かつ早期に支援を講ずることを基本理念に加えるとともに、同年 月に、新たな子供の
貧困対策に関する大綱を閣議決定し、さらなる施策の推進を図ることとされました。

〇 都においては、令和元年 月、今後の都政運営の新たな指針として、「『未来の東京』
戦略ビジョン」を取りまとめ、ひとり親家庭への支援を推進することとしました。

〇 こうした状況を踏まえ、令和２年３月に「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第４期）」
（以下「第４期計画」という。）を策定し、ひとり親家庭の特性を踏まえた様々な施策を
展開してきました。

〇 第４期計画策定以降、令和３年４月には、子供を権利の主体として尊重し、子供の最
善の利益を最優先にするという基本理念を明確化するとともに、多岐にわたる子供政策
の基本的な視点を一元的に規定する「東京都こども基本条例」を施行しました。

〇 また、国においても、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための
包括的な基本法として、「こども基本法」が令和 年 月に成立し、令和 年 月に施行
されました。

〇 令和６年６月には、「子どもの貧困対策法」が改正され、名称が「こどもの貧困の解消
に向けた対策の推進に関する法律」（以下「こどもの貧困解消法」という。）に改められ
るとともに、目的や基本理念の充実等が盛り込まれました。

〇 さらに、令和６年５月には、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、離婚後の父母
の子の養育に関する責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関
する規定が見直されました。

〇 「東京都ひとり親家庭自立支援計画（第５期）」（以下「第５期計画」という。）は、こ
うした動きを踏まえ、ひとり親家庭が安定した就労や生活のもと、子供を健全に育むこ
とができるよう、都が実施する施策と区市町村等に対する支援策を示すことを目的に策
定するものです。
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4 
 

（４）計画の理念と施策分野 

 
 〇 第５期計画では、これまでの計画の理念と体系を継承し、以下の３つの理念のもと、

４つの施策分野を柱に、ひとり親家庭への支援を推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１  ひひととりり親親家家庭庭のの自自立立をを支支援援しし、、生生活活のの安安定定とと向向上上をを図図るる。。  
  
２２  ひひととりり親親家家庭庭のの子子供供のの健健ややかかなな育育ちちをを支支援援すするる。。  

  
３３  ひひととりり親親家家庭庭のの親親子子がが地地域域でで安安心心ししてて生生活活ででききるる環環境境をを整整備備すするる。。  

３３つつのの理理念念  

１１  相相談談体体制制のの整整備備  
  ひとり親家庭が抱える課題に早期に対応するとともに、様々な関係機 

関が連携して適切な支援につなげる体制を整備する。 
 
２２  就就業業支支援援  
  ひとり親家庭のより安定した就業を支援する。 
 
３３  子子育育てて支支援援・・生生活活のの場場のの整整備備  
  ひとり親家庭の親が安心して子育てでき、子供が健やかに育まれるよ 

う、多様な支援策を展開する。 
 
４４  経経済済的的支支援援  
  ひとり親家庭の自立と子供の将来の自立に向け、経済的な支援を行う。 

４４つつのの施施策策分分野野  
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２ 東京のひとり親家庭の状況

（（ ）） 離離婚婚件件数数のの推推移移

○ 「人口動態統計」（厚生労働省）によると、全国の離婚件数は、平成 年の

件をピークに減少傾向にあり、令和 年では 件となっています。

図表 離婚件数の推移（全国・昭和 年～令和 年）

資料：厚生労働省「人口動態統計」

○ 東京の離婚件数も、全国と同様、平成 年の 件をピークに減少傾向にあり、

令和 年では 件となっています。

図表 離婚件数の推移（東京・昭和 年～令和 年）

資料：厚生労働省「人口動態統計」

○ 東京の離婚率（人口千人当たりの年間離婚件数）は、常に全国を上回っていましたが、

令和 年からは逆転しており、令和 年は、東京 、全国 となっています。

○ 令和５年の一年間に、親が離婚をした子供（ 歳未満）は、東京では 人とな

っています。
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（（ ）） ひひととりり親親家家庭庭のの数数

○ 「国勢調査」（総務省）によると、令和２年の全国のひとり親家庭は、母子世帯が

世帯、父子世帯が 世帯となっています。

○ 東京のひとり親家庭は、母子世帯が 世帯、父子世帯が 世帯となってい

ます。全体の世帯に占める割合は、母子世帯 ％、父子世帯 ％となっています。

図表 母子世帯・父子世帯の推移（全国・東京都 平成 年～令和 年）

資料：総務省「国勢調査」

○ 「国勢調査」による母子・父子世帯の把握数には、いわゆる「三世代同居」等は含まれな

いため、都は、 年ごとに実施する東京都福祉保健基礎調査による、三世代同居も含むひ

とり親世帯の出現率を毎年の人口に乗ずることにより、全体の数を試算しています。

○ 令和６年の三世代同居等も含むひとり親世帯は、母子世帯 世帯（全世帯の

％）、父子世帯 世帯（同 ％）と推計されます。

図表 三世代同居を含むひとり親世帯の推移（東京都 令和２年～令和 年）

資料：東京都福祉局調べ
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7 
 

（（33））  東東京京都都福福祉祉保保健健基基礎礎調調査査ににみみるるひひととりり親親家家庭庭のの状状況況  

  東京都福祉保健基礎調査の中で 5 年に 1 度実施している「東京の子供と家庭」（令和４年度）

の調査結果をもとに、ひとり親家庭の状況を概括します。 

  

  アア  ひひととりり親親ににななっったた理理由由  

○ ひとり親になった理由では、母子世帯・父子世帯ともに「離婚」の割合が最も高く、母

子世帯が 70.7％、父子世帯 65.8％となっています。 

 

図表 5 母子世帯・父子世帯別 ひとり親になった理由（東京 平成 24～令和 4 年度）1 

 

 資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

  イイ  ひひととりり親親ににななっったた年年齢齢、、子子供供のの年年齢齢  

  ○ ひとり親になった年齢をみると、30 歳代以下が母子世帯の 61.4％を、父子世帯の

15.8％を占めています。 

図表 6 母子世帯・父子世帯別 ひとり親になった年齢（東京 平成 24～令和 4 年度） 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

 
1 非婚「結婚しないこと。また、生き方として、結婚しないことを主体的に選択すること。」、未婚

「まだ結婚していないこと。」（広辞苑第七版） 

9.8

8.2

7.6

70.7

74.5

75.3

11.5

9.4

10.0

5.1

2.5

2.8

2.9

5.3

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和4年度調査

（410世帯）

29年度調査

（487世帯）

24年度調査

（607世帯）

母母子子世世帯帯

死別 離婚 非婚・未婚 その他 無回答

28.9

19.6

28.6

65.8

64.3

58.7

2.6

3.6

1.6

2.6

3.6

1.6

0

8.9

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和4年度調査

（38世帯）

29年度調査

（56世帯）

24年度調査

（63世帯）

父父子子世世帯帯

死別 離婚 非婚・未婚 その他 無回答

0.7

0.6

1.0

15.1

16.2

19.8

45.6

51.7

50.7

28.8

21.8

21.7

5.9

2.9

2.0

3.9

6.8

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和4年度

（410世帯）

29年度

（487世帯）

24年度

（607世帯）

母母子子世世帯帯

20歳未満 20～29歳 30～39歳

40～49歳 50歳以上 無回答

0

0

0

7.9

3.6

4.8

7.9

28.6

30.2

65.8

44.6

38.1

18.4

8.9

15.9

0

14.3

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和4年度

（38世帯）

29年度

（56世帯）

24年度

（63世帯）

父父子子世世帯帯

20歳未満 20～29歳 30～39歳

40～49歳 50歳以上 無回答

（（ ）） ひひととりり親親家家庭庭のの数数

○ 「国勢調査」（総務省）によると、令和２年の全国のひとり親家庭は、母子世帯が

世帯、父子世帯が 世帯となっています。

○ 東京のひとり親家庭は、母子世帯が 世帯、父子世帯が 世帯となってい

ます。全体の世帯に占める割合は、母子世帯 ％、父子世帯 ％となっています。

図表 母子世帯・父子世帯の推移（全国・東京都 平成 年～令和 年）

資料：総務省「国勢調査」

○ 「国勢調査」による母子・父子世帯の把握数には、いわゆる「三世代同居」等は含まれな

いため、都は、 年ごとに実施する東京都福祉保健基礎調査による、三世代同居も含むひ

とり親世帯の出現率を毎年の人口に乗ずることにより、全体の数を試算しています。

○ 令和６年の三世代同居等も含むひとり親世帯は、母子世帯 世帯（全世帯の

％）、父子世帯 世帯（同 ％）と推計されます。

図表 三世代同居を含むひとり親世帯の推移（東京都 令和２年～令和 年）

資料：東京都福祉局調べ

令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

母子世帯

父子世帯

全世帯数

令和 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

母子世帯
（百世帯）

（千世帯）

父子世帯
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○ ひとり親になったときの 番下の子供の年齢は、 歳未満の割合が ％となってい

ます。

図表 ひとり親になったときの 番下の子供の年齢（東京 平成 ～令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

ウウ 世世帯帯のの状状況況

○ 令和４年度の三世代同居の割合は ％となっています。世帯別にみると、父子世帯が

％で、母子世帯 ％に比べ高くなっています。

図表 世帯類型（東京 平成 ～令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

エエ 住住居居のの状状況況

○ 住居の種類を世帯別にみると、母子世帯では「借家・賃貸住宅等」の割合が最も多く

％、父子世帯では「持家」が最も多く ％となっています。

令和 年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

歳未満 ～ 歳未満 ～ 歳未満 ～ 歳未満

～ 歳未満 ～ 歳未満 歳以上 無回答

令和 年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

親と子 祖父母と親と子 その他
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9 
 

  オオ  就就業業のの状状況況  

  ○ 母子世帯の 92.7％、父子世帯の 94.7％が、就業しています。 

 

  ○ 就業形態をみると、就業している母では、「正規の職員・従業員」の割合が 43.2％、「パ

ート・アルバイト」が 32.1％、「派遣社員・契約社員・嘱託」が 9.8％となっています。

就業している父では、「正規の職員・従業員」が 75.0％、「自営業」が 8.3％、「派遣社員・

契約社員・嘱託」が 5.6％となっています。 

 

図表 9 ひとり親世帯の就業形態（東京 令和 4 年度） 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」 

 

○ 働いているひとり親世帯のうち、転職を希望する割合は、母 36.9％、父 25.7％となっ

ています。 

 

○ 母の転職希望理由を就業形態別にみると、いずれの就業形態でも、「収入が良くない」の

回答数が多く、また、「パート・アルバイト、派遣社員・契約社員等」では、「将来が不安」

の回答も多くなっています。 

  

75.0

43.2

8.3

1.8

8.3

6.3

2.8

32.1

5.6

9.8

0.0

1.3

0.0

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

父子

世帯

（38世
帯）

母子

世帯

（410世
帯）

正規の職員・従業員 会社・団体等の役員 自営業

パート・アルバイト 派遣社員・契約社員・嘱託 その他

無回答

○ ひとり親になったときの 番下の子供の年齢は、 歳未満の割合が ％となってい

ます。

図表 ひとり親になったときの 番下の子供の年齢（東京 平成 ～令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

ウウ 世世帯帯のの状状況況

○ 令和４年度の三世代同居の割合は ％となっています。世帯別にみると、父子世帯が

％で、母子世帯 ％に比べ高くなっています。

図表 世帯類型（東京 平成 ～令和 年度）

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

エエ 住住居居のの状状況況

○ 住居の種類を世帯別にみると、母子世帯では「借家・賃貸住宅等」の割合が最も多く

％、父子世帯では「持家」が最も多く ％となっています。

令和 年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

歳未満 ～ 歳未満 ～ 歳未満 ～ 歳未満

～ 歳未満 ～ 歳未満 歳以上 無回答

令和 年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

年度調査

（ 世帯）

親と子 祖父母と親と子 その他
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図表 母子世帯の母の就業形態別転職の希望理由（東京 令和 年度）※複数回答

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」

○ 「ひとり親世帯になった当時、暮らしのためにしたこと」（複数回答）という問いに対し、

「自分が仕事を始めた」という回答が ％、「仕事を続けた」が ％、「転職した」

が ％となっています。

カカ 収収入入のの状状況況

○ 母子世帯の年間収入は、 万円未満が全体の ％、 ～ 万円未満が ％、

～ 万円未満が ％となっています。父子世帯では、 万円未満が ％、

～ 万円未満が ％、 ～ 万円未満が ％となっています。

○ 両親世帯では、年間収入が 万円以上の割合は ％ですが、父子世帯では ％、

母子世帯では ％です。（参考：令和 年の都内勤労者世帯の平均実収入は年換算約

万円（東京都総務局「東京都生計分析調査」））

収入が良くない

勤め先が自宅から遠い

健康がすぐれない

仕事の内容が良くない

職場環境が合わない

労働時間が合わない

将来が不安

子供の健康・教育上の理由

もっと子供と関わる時間がほしい

親族の介護（親、配偶者など）

その他

無回答

パート・アルバイト・派遣社員・契約職員等 正規の職員・従業員




